
収用の必要性について、過去に発生した被害状況交通事故の状況を説明することが通例

事業認定申請の手引きの概要について①

○ 地方公共団体等が行う小規模事業について、これまで「使いづらい」「使えない」と思われていた収用を必要に
応じて活用できるよう、収用の必要性の説明手法などを、約100のＱＡ・事例や20のそのまま参考とできるような
申請書類の記載例を用いてきめ細く提示。

○ 申請を検討している具体の事業について相談のできる窓口を本省・地方整備局等に設置。

「土砂災害の被害が具体的に想
定されていて危険。対処したいが、
実際の被災履歴がないと、収用
はできないのでは・・・」

収用の必要性（土砂災害の危険性）
について、被災履歴のほか、土砂災
害警戒区域に指定されていることを
用いても説明できることを提示

（例１）歩道整備事業

「通学路の歩道が少し途切れて
いて危険。拡幅したいが、小規模
だし収用はできないだろう・・・」

収用の必要性（交通事故の危険性）
について、事故件数のほか、通学路
に指定されていることを用いても説
明できることを提示

危険であるものの実際の事故は発生して
いない場合や、事例があまり知られていな
い小規模事業について、収用は難しいと
の認識

小規模事業の申請書の記載例を掲
載し、小規模事業でも事業認定を受
けられることを明確化

（例２）被災履歴のない砂防事業 行政上の区域指定があるものの過去
の被災履歴がない場合について、収
用は難しいとの認識

土砂災害警戒区域



Ⅰ．事業認定の概要
１．事業認定とは
２．事業認定手続の概略

Ⅱ．事業説明会

Ⅲ．事業認定の申請
１．事業認定の申請時期
２．事業認定の申請単位
３．事業認定庁に提出する書類
事業認定申請書、事業計画書等

Ⅳ．審査に当たり説明が必要となる事項
１．法第20条第１号要件の適合性の説明
収用適格事業、関連事業該当性の説明

２．法第20条第２号要件の適合性の説明
申請事業を遂行する意思を有することの説明等

３．法第20条第３号要件の適合性の説明
（１）事業計画の技術基準適合性
道路構造令や河川管理施設等構造令の運用の
範囲内であることの説明等

（２）申請事業の施行により得られる公共の利益

（３）申請事業の施行により失われる利益

（４）代替案との比較

４．法第20条第４号要件の適合性の説明
収用する範囲が必要な範囲に存することの説明等

Ⅴ．事業認定の効力の期限
（共有者多数の場合等の）手続保留の活用等
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（本文の構成）

（本文記載例）

事業の種類毎に収用の必要性
の説明手法の考え方を提示

①交差点改良事業
（小規模事業でも可。以下同じ。）
②混雑緩和目的の道路事業
③歩道整備事業
④災害危険箇所回避目的の道路事業
⑤線形改良目的の道路事業
⑥ｽﾏｰﾄＩＣ整備事業
⑦高速道路ﾈｯﾄﾜｰｸ整備事業
⑧治水目的の河川事業
（激特等における暫定整備でも可）

⑨利水目的の河川事業
⑩海岸事業
⑪砂防事業
⑫農道整備事業
⑬臨港道路整備事業
⑭都市高速鉄道の仮線

※＜公益性等の説明事例集＞にて、
より詳細な説明例を提示

※＜事業認定申請書及び事業計画
書の事例集＞にて、そのまま参考と
できるような記載例を紹介

細かな留意点等も
脚注で解説

起業者からの声を踏まえ、
ポイントとなる事項をＱＡ
式で記載

事業認定申請の手引きの概要について②



（掲載例）

・起業地縮小の例

・全体計画区間の取り方の例

・附帯事業の説明例

・関連事業の説明例

・構造基準との比較を説明した参考資料の例

・構造令に適合しない場合の説明例

・事業の公益性の説明例（交差点改良事業、混雑緩和を目的とする道路事業、

歩道整備事業、災害危険箇所の回避を目的とする道路事業、

局部的な線形改良事業、スマートＩＣ、海岸、砂防、農道、鉄道の仮線）

・地域の特性を踏まえた調査項目の選定例

・既存データ等を活用した環境調査の説明例

（公益性等の説明事例集の項目）

※多数掲載しているため、分類した項目を記載。

・交差点改良事業（小規模のもの、くいちがい交差の解消を目的とするもの）

・混雑緩和を目的とする道路事業（バイパス、小規模な現道拡幅）

・歩道を整備する小規模な道路事業

・局部的な未整備区間を整備する小規模な道路事業

・災害危険箇所の回避を目的とする道路事業

・線形改良を目的とする小規模な道路事業

・スマートインターチェンジに接続する道路事業

・防雪を目的とする道路事業

・治水を目的とする河川事業（小規模のもの、暫定形状で整備するもの）

・治水・利水を目的とする河川事業

・海岸事業

・砂防事業（被災履歴のあるもの、被災履歴のないもの）

・農道整備事業

・都市高速鉄道の仮線を設置する附帯事業

わかりやすさのため、図も掲載。

（掲載例）

（事業認定申請書及び事業計画書の事例集の項目）
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